
 

 

 

 

福山市監査委員告示第８号 

 

 

地方自治法第１９９条第１項，第２項及び第４項の規定により実施

した監査の結果に係る措置について，同条第１４項の規定により福山

市長及び福山市教育委員会教育長から通知があったので，同項の規定

により公表します。 

 

 

２０２１年（令和３年）９月２４日 

 

 

福山市監査委員 林  浩 二 

福山市監査委員 山 下   清 

福山市監査委員 今 岡  徳 

福山市監査委員 岡 﨑 正 淳 

 



２０１９年度（令和元年度）監査における指摘事項の措置通知 

                         市民局 まちづくり推進部 

指  摘  事  項 措  置  内  容 

 

スポーツ振興課 

スポーツ施設の備品管理について 

当該事務は，福山市財産管理規則等に基

づき，スポーツ施設で使用する備品の取

得，管理及び処分を行うものである。 

［指摘事項］ 

備品の管理及び検査に当たっては，指定

管理者と十分連携するとともに，福山市財

産管理規則等に基づき，適正に実施された

い。 

 

 

 

 

 

 

 

［指摘事項］ 

スポーツ施設の備品管理については，備品台

帳と各施設の備品を照合し，備品台帳の修正等

を 2021年（令和 3年）7月に完了した。 

今後は，各スポーツ施設の指定管理者と備品

台帳のデータを共有し，施設職員による備品検

査を定期的に実施するなど，福山市財産管理規

則等に基づき，備品及び備品台帳を適正に管理

する。 

 


